
錦 江 町 農 業 委 員 会 １ ０ 月 総 会 議 事 録 

 

 

○ 開催日時 平成３０年１０月２５日（木） 午後１時３０分から 

○ 開催場所 錦江町役場 会議室 

○ 出席委員（農業委員１４人、農地利用最適化推進委員８人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  鈴  一麿 

委員      ３番  鍋  康博 

〃       ４番  鳥越 秀一 

〃       ５番  徳永 哲朗 

〃        ６番  坂元 博美 

〃       ７番   寺田 郁哉 

〃       ８番  安水 純一 

〃       ９番  元丸 敏朗 

〃      １０番  貫見 和洋 

〃      １１番  毛下 利美 

〃      １２番  内薗 雄治 

〃      １３番  宿利原 進 

〃      １５番  平原  榮 

 

農地利用最適化推進委員 

〃      内薗 政文 

〃      山中 徹 

〃      水流 佳文 

〃      竹原 政洋 

〃      西川 健児 

〃      折小野 道男 

〃      横原 利己 

〃      弓指 義洋 

 

○欠席委員（農業委員１人、農地利用最適化推進委員１人） 

委員      １４番  本釜 好子 

推進委員         安水 峯晴 

 

 

○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子   書記 川越 正治 

  



○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

議案第２２号  農地法第３条許可申請について 

 

議案第２３号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

         用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について 

 

議案第２４号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

         用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

 

     議案第２５号  非農地証明願いについて 

 

     議案第２６号  農地法３条第２項第５号の下限面積見直しに係る錦江町農業委員会の 

             意思決定について 

 

  



議 長  只今より平成３０年１０月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日は本釜委員、安水推進委員が欠席ですが、錦江町農業委員会会議規則第８条

の規定により、総会は成立していることをお知らせします。 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会議

録署名委員に４番 鳥越委員と５番 徳永委員を指名いたしますので、よろしくお

願いします。 

 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 

 

議 長 只今の会務報告について、質問等はありませんか。 

 

全委員 （発言なし） 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

 

議 長 議案第２２号 農地法第３条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは議案第２２号について説明いたします。 

受付番号７号の譲渡人は、Ｓ・Ｙさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は城元字小石田３５１番、地目は田、地積は８６５㎡となっています。 

譲受人はＴ．Ｔさん、Ｍ町在住の方です。 

この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｔ・Ｔの経営状況は、世帯員４名、労働力２名、自作地１５，２０５㎡で、水

稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業機械等の所有状況は、トラクター、田植機、コンバイン、耕転機各１台と

なっています。 

この件の担当調査員は資料では１４番 本釡委員となっていますが、本日は本釜

委員が欠席ですので、代わりに４番鳥越 委員に調査報告をお願いします。 

以上です。 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を４番 鳥越委

員お願いします。 

 



４ 番 

鳥越委員 

はい。報告いたします。 

このＳ・ＹさんとＴ・Ｔさんは親戚関係でありまして、この場所はＮ・Ｏのちょ

っと上に当たります。 

この現地がＴ・Ｔさんのお父さんのＴさんの土地が隣ということで、このＴ・Ｔ

さんはＴさんの息子で、本人はＫに勤めているんですけれども、土日と朝早く、夕

方遅くという仕事をされて、年間の従事日数が１５０日を超えているということで、

何ら問題は無いかと思いますので、よろしくお願いします。因みに売買価格は○万

円ということでした。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２２号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２２号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２２号については、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第２３号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請についてを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第２３号について説明いたします。 

受付番号４号の譲渡人は、Ｍ・Ｎさん、Ｍ自治会在住の方です。 

申請地は神川字出水塚６５５０番１２、地目は畑、地積は９０９㎡となってい

ます。 

譲受人はＩ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｉ・Ｋさんの経営状況は、世帯員３名、労働力３名、自作地１０，５４６㎡で、

肉用牛を主体とした経営をされています。 



農業機械等の所有状況は、トラクター２台、トラック、軽トラック、ロールベ

イラー各１台となっています。 

この件の担当調査員は１番 宿利原委員です。 

以上です。 

 

議 長 それでは私の方で、調査報告をいたします。 

 

１ 番 

宿利原委員 

この物件は先月のあっせんに出たもので、あっせん成立でございます。売買価格

は１０a 当り○万円で、○万円であります。Ｉ・Ｋさんは生産牛と干し大根を作っ

ております。一生懸命頑張っており、何ら問題は無いかと思います。 

 

議 長 ただいま調査報告をしましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２３号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２３号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２３号については、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第２４号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを議題としま

す。 

お諮りします。 

会議資料のとおり、今回は１４０筆の利用集積計画について審議しなければ

なりませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を３回に分けて行い、 

事務局説明と調査員の報告は継続の案件を省略し、新規のみの案件だけとして、

その都度議決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 



議 長 異議なしと認めます。 

それでは議案第２４号のうち、受付番号１２６号から１６５号までを議題と 

します。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第２０号のうち、受付番号１２６号から１６５号までについてを 

説明します。 

 先ず、受付番号１２６号から１２８号までは、継続の案件ですのでお目通しくだ

さい。 

次の受付番号１２９号、１３０号の貸し人はＲ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は１２９号が神川字井手ノ河３０１９番１、地目は田、地積は１，１６６

㎡、１３０号が神川字原田３２２５番地、地目は田、地積１，３５０㎡で、２筆の

合計は２，５１６㎡となっています。 

 貸付期間は平成３０年１２月１５日から平成４０年１２月１４日までで、小作料

金は全部で３７，０００円となっています。 

次の受付番号１３１号の貸し人はＭ・Ｋさん、Ｏ府在住の方です。 

申請地は神川字井手口２７８７番、地目は田、地積は６５７㎡となっています。 

 貸付期間は平成３０年１２月１５日から平成３５年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。 

 受付番号１２９号から１３１号までの借り人は、株式会社Ｋさん、Ｋに拠点を

置く法人です。 

株式会社Ｋさんの経営状況は、構成員２名、雇用が２人、小作地４２，２７２㎡

で、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター７台、トラック３台、ショベル２台、デスク

モア、ロールモア各２台、テッダー、２ｔダンプ、軽トラック各１台となっていま

す。 

受付番号１２９号から１３１号までの担当調査員は、５番 徳永委員です。 

次の受付番号１３２号から１５０号までは継続の案件ですのでお目通しくださ

い。 

次の１５１号の貸し人はＫ・Ｋさん、Ｏ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字古川１６６番１、地目は田、地積は１，１５７㎡となっています。 

 貸付期間は平成３０年１１月１日から平成３３年１２月１４日までで、小作料金

は２３，０００円となっています。 

次の１５２号の貸し人はＫ・Ｓさん、Ｏ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字古川１６７番１、地目は田、地積は８８１㎡となっています。 

 貸付期間は平成３０年１１月１日から平成３３年１２月１４日までで、小作料金

は１８，０００円となっています。 



受付番号１５１号、１５２号の借り人は、Ｎ・Ｙさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｎ・Ｙさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、雇用が２名、小作地２，

９７５㎡で、ピーマンを主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター、動噴各１台となっています。 

受付番号１５１号、１５２号の担当調査員は、７番 寺田委員です。 

次の受付番号１５３号から１６４号までは継続の案件ですのでお目通しくださ

い。 

次の受付番号１６５号の貸し人はＫ・Ｋさん、Ｕ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字５１６６番４５２、地目は畑、地積は９，０２２㎡のうち１，

９００㎡となっています。 

 貸付期間は平成３０年１１月１日から平成３３年１０月３１日までで、使用貸借

のため小作料金は発生しません。 

借り人は、Ｎ・Ｒさん、Ｕ自治会在住の方です。 

Ｎ・Ｒさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１，４９６㎡で、

水稲を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は１６０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、管理

機各１台となっています。 

この件は事務局で報告します。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願いし

ます。 

先ず、受付番号１２９号から１３１号までについて、５番 徳永委員お願いいた

します。 

 

５ 番 

徳永委員 

 はい。報告します。 

 １２９、１３０、１３１のこの件は、現在、Ｋ畜産の個人名といいますか、５年

前から契約している内容です。今回、Ｋ畜産として法人化されましたので、新しい

今回の切り替え時期に法人として契約をする。新しく契約をし直すという意味で、

新規になっております。実態は継続内容です。Ｋ畜産の方は認定農業者でもありま

すし、今までも問題なく完了しております。何ら問題ないと考えます。よろしくお

願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号１５１号、１５２号について、７番 寺田委員お願いいたしま 

す。 



７ 番 

寺田委員 

 説明します。 

１５１号と１５２号は１枚田んぼである訳ですけれども、名義人が違うというこ

とで、２つの利用権になっておる訳ですが、この場所は海岸に近いところで、パイ

プラインが通っていないということで、反当２万円ということで計算しまして、１

５２号の方が８畝、８畝といいますけれども、８８１で殆ど９畝に近いということ

で１万８千円でしました。 

 借り人のＮ・Ｙ君は認定新規就農者でありまして、農業次世代人材投資資金を受

けている男でありますが、目標金額に達したということで、３年目は資金を打ち切

られたというような優秀な男でございますので、何ら問題は無いと思います。 

終わります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号１６５号について、事務局でお願いいたします。 

 

事務局  借り人のＮ・Ｒさんは、ＧのＮさんでございます。現在までは田んぼが１筆あっ

て加勢をもらいながら水稲を作っていましたという状態でしたけれども、今後は自

動車工場の方を縮小して、農業に従事をしたいというような意向でございまして、

畑を借りたいという話でございました。この久木野の場所は、久木野の茶団地があ

るんですが、その谷を挟んで反対側というところで、面積は９，０２２㎡のうち

１，９００㎡ということなんですけれども、この９，０００㎡の半分ぐらいは山林

となっていまして、畑が２枚あるうちの１枚を借りたいということです。今日もち

ょっと話をしたんですけれども、ショウガの生産をして行きたいという話でござい

ました。農業の実績はあまり無いんですけれども、これから農業を頑張ってゆきた

いという話でございましたのでよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２４号のうち受付番号１２６号から１６５号までを採決しま

す。 

お諮りします。 

議案第２４号のうち受付番号１２６号から１６５号までについては、原案のと

おり決定することにご異議ありませんか。 



委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２４号のうち受付番号１２６号から１６５号までにつ

いては、原案のとおり決定しましした。 

 

議 長 ここでＹ推進委員の退席を求めます。 

「Ｙ推進委員退席」 

議 長 次に議案第２４号のうち、受付番号１６６号から１６８号までについてを 

議題とします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第２４号のうち、受付番号１６６号から１６８号までについて

説明をいたします。 

先ず、受付番号１６６号、１６７号の貸し人はＨ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の方

です。申請地は、１６６号が田代川原字平石前１１４番、地目は田、地積は５９４

㎡、１６７号が田代川原字平石前１１８番２、地目は田、地積は４５６㎡で、２筆

の合計は１，０５０㎡となっています。 

 貸付期間は平成３０年１０月２６日から平成３５年１２月１４日までで、小作料

金は１６６号が１，６８０円、１６７号が１，３５０円と米 30ｋｇで１袋となって

います。 

 次の受付番号１６８号の貸し人はＴ・Ｔさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代川原字平石前１１８番１、地目は田、地積は３３５㎡となっていま

す。貸付期間は平成３０年１０月２６日から平成３５年１２月１４日までで、小作

料金は１，０００円となっています。 

受付番号１６６号から１６８号までの借り人は、Ｙ・Ｙさん、Ｔ自治会在住の方

です。Ｙ・Ｙさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１，７１９

㎡、小作地１９，０５５㎡で、水稲、レンコンを主体とした経営をされています。

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、コンバイン、田

植機各１台、乾燥機２台となっています。受付番号１６６号から１６８号までの

担当調査員は、１０番 貫見委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を１０番 貫

見委員お願いします。 



１０番 

貫見委員 

受付番号１６６号から１６８号の借り人のＹ・Ｙさんは、皆さんもご存じのとお

り推進委員でございます。Ｙさんは錦江町の定める要件はクリアしていると思われ

ますので、何ら問題は無いかと思います。 

よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま担当調査員から説明がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２４号のうち、受付番号１６６号から１６８号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第２４号のうち、受付番号１６６号から１６８号までについては、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２４号のうち、受付番号１６６号から１６８号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 ここでＹ推進委員の入室を求めます。 

「Ｙ委員入室」 

議 長 次に議案第２４号のうち、受付番号１６９号から２６５号までについてを 

議題とします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第２４号のうち、受付番号１６９号から２６５号までについて

説明をいたします。 

受付番号１６９号から２６５号については、農地中間管理事業による利用権

の設定でございます。 

 お手元に配分計画案を配布してございますのでお目通しをして頂きたいと思

います。 

 左側が利用権設定申請地、中ほどが再配分条件、右側が再配分予定者、そし



て一番右側が協力金対象欄となっています。利用権の申請地の所に、地域集積

対象地区名という欄がありますが、ここに才原地区という表記があります。才

原地区が載っている分については、才原地区の地域集積が今回まとまったとい

うことで、今回出てきたものでございます。空欄になっている分については、

地域集積以外となります。そして田代地区の所は、基盤法から中間管理事業へ

の乗り換えが多いということでございます。協力金の該当欄で経営転換、耕作

者集積、該当のある方はそれぞれ記載してございますのでお目通しください。 

説明については以上です。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２４号のうち、受付番号１６９号から２６５号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第２４号のうち、受付番号１６９号から２６５号までについては、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２４号のうち、受付番号１６９号から２６５号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第２５号 非農地証明願いについてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

事務局 それでは議案第２５号について説明します。 

先ず、受付番号３号の申請人はＩ・Ａさん、Ｂ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字荒田原４５８６番２２、地籍は３，５０２㎡、地目は 

台帳は畑、現況は原野となっています。 

次の受付番号４号の申請人はＳ・Ｍさん、Ｂ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字荒田原４５７９番８、地籍は３，１３９㎡、地目は 

台帳は畑、現況は原野となっています。 

２１頁に位置図を添付してありますのでお目通し下さい。 



この件の担当調査委員は、６番 坂元委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を６番 坂元

委員お願いします。 

 

６ 番 

坂元委員 

報告します。 

会務報告でもありましたとおり、１０月１９日に事務局３名と農地利用最適化推

進委員の横原さんの５名で、当該農地の現地調査を行いました。 

先ず、受付番号３号についてですが、Ｉ・Ａさんの息子さんが後継者として茶業

を継承していましたが、１０数年前に町の合併前だったと思いますが、茶業経営を

廃業されております。この農地は竹が生い茂っていて、来年度、地籍調査の結果で

原野として登記されることになっているようですが、急ぐということで非農地証明

願いが出されたものであります。 

また、受付番号４号につきましては、Ｓ・Ｍさんが、ご主人が亡くなった後も茶

業経営を維持されていましたが、女性であることに加えて年齢も嵩んできた、体も

きつくなったということで、１０年ほど前に茶業経営を廃業されています。当該農

地は、法面が高く、機械化も難しかったことから、早くに耕作放棄されたところ

で、Ｉさんの農地同様、竹が生い茂っていて、地籍調査の結果で原野として登記さ

れることになっているようですが、ここも急ぐとのことで非農地証明願いが出され

たものです。 

今回の２案件については、現状からみて農用地として再利用することは極めて困

難であると思われることから、非農地とすることも致し方ないと思っています。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長 ただいま担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２５号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２５号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 



委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２５号については、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に議案第２６号 農地法第３条第２項第５号の下限見直しに係る錦江町農

業委員会の意思決定についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、議案第２６号について説明をいたします。 

農地法第３条第２項第５号において、権利を取得しようとする者又はその世

帯員がその取得後において、耕作の事業に供すべき農地の合計が、北海道では２

ha、都府県では５０aとされており、括弧書きで、農業委員会が、市町村の区域

の全部又は一部の地域について、別段の面積を定めることができるとされてい

ます。 

錦江町では、今までこの面積を３０aと定め、毎年、総会において意思決定を

しているところです。本年度においても４月の定例総会で、今まで通り３０aと

定めたところですが、提案理由にも記載されていますように、錦江町では空き家

対策として空家バンク登録を進めているところですが、この中で宅地・住宅と一

緒に家庭菜園として使っているような農地も売りたいという希望があります。   

そこで、家庭菜園として利用するような農地については、宅地に隣接する農地

に限り、その下限面積を０．１ａ以上とするものです。この空家バンクに伴っ

て、こういう下限面積の改正をするのは、お隣の南大隅町さんは今年の４月に、

県内でも５・６件の市町村でこのような定めをしているようでございます。錦江

町についても、現在、空家バンク登録を進めているんですけれども、その中でや

っぱりそういう売りたいという方の方に希望もございますので、農業委員会と

しても、下限面積を空家バンクに登録されたものに限り、０．１a以上というふ

うに定めたいと思いまして、ご提案するものでございます。よろしくご審議の程

お願いいたします。 

以上です。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、質疑はありませんか。 

 

事務局 追加説明をさせて頂きますと、２３頁の方にパターン１、パターン２というよ

うな形で示してございます。宅地に隣接する農地に限りという形にさせて頂き

たいと思います。いろんなパターンがあろうかと思うんですけれども、まあ住宅



があって、別の方の畑があって隣の畑ですよとか。家庭菜園で使っていたんです

よとかというパターンもあるんですけれども、じゃあその宅地からどんだけ離

れていれば良いかというのが説明がつかない訳です。じゃあ１０メートルなら

いいのか。じゃあ１２メートルじゃだめなのかとか。いろんなパターンが出てく

るもんですから、宅地に接している部分だけについて０．１ａにしたいというこ

とです。 

 

議 長 質疑はありませんか。 

 

２ 番 

鈴 委員 

道路を挟んだらどうなの。 

 

事務局 道路を挟んだらだめということになります。 

 

２ 番 

鈴 委員 

家のすぐ前なのに。 

事務局 そこをすると、どんだけ離れていれば良いかと。１００メートル以内ならいい

のかとか。もういろんなパターンがあって、早く定めたところにも色々と聞いた

んですが、やはりきりがないと。色々なパターンがあって。 

 

３ 番 

鍋 委員 

取り決めがサラリーマンとか農家以外はだめとか、いろいろあったでしょう。

そういうのに関連して、例えばここにパターンの 1 にあるように、応用的にそ

んなのができるんですか。宅地を５００㎡にして残りを家庭菜園にするとかと

いう形で、それ以上の面積が取得できるとか。 

 

事務局 結局、転用とはまた別で、空き家バンクに登録されている物件を買いたいとい

う時に、売り主さんの方が、隣に畑地目の家庭菜園として使っていた部分もある

んだけれども、それも一緒に売りたいという希望があるときに、実際買う方が農

業をする方であれば良いんですが、さっき言われた通りサラリーマンであった

りという方で購入希望があった場合、普通で行けばここの地目の畑というのは、

その方は３０ａ以上の経営が無いので買えない訳です。するとその宅地は買え

るんですけれども、隣に付いている畑は買えませんよとなると、売り手の方の希

望に添えないこととなります。 

 

１５番 

平原委員 

１５０坪以内だったら良いの。 

事務局 結局、宅地に付いてる農地が、一般の方が宅地を買う可能性がある訳ですよ。

サラリーマンとか。そしたら面積が２００㎡とか５００㎡とかという農地が付



いている場合に買えない訳ですよ。農業をしていないので。だからそこの面積は

制限はないんですけれども、３０ａ以上の耕作があればわざわざこれを適用す

る必要はないんですけれども、要するに３０ａ以下の農地が隣接している場合

に必要となってきます。 

これで問題となるのは、宅地に付いている農地が２反あったという場合に、こ

の２，０００㎡を家庭菜園として認めるのかどうかというのは、他の先進地を聞

くと農業委員会の総会の審議によるというふうにしているようです。だからそ

こは農地でしょう。家庭菜園じゃないでしょう。２反の家庭菜園というのは無い

んじゃないかと思いますが、そこは個別で審議をするというふうにしているみ

たいなんですけれども、何坪かというような小さい畑が付いていたりとか、そこ

の決め方が難しいところではあります。 

 

２ 番 

鈴 委員 

３反を超えてれば。 

事務局 ３反を超えていれば、その方が農業をするということであれば、別に問題は無

いんですけれども。買う方も２反ぐらいの農地が付いているんですけれどもい

うことがあれば、逆に買わないかなと思いますけれども、２・３畝ぐらいの畑

で、ちょこっとした家庭菜園をしたいいうのはあると思いますけれども。 

 

１ 番 

宿利原委員 

鍋さんがさっき言われた、１反の畑を半分の５００㎡宅地にして、残りの５０

０㎡は農家じゃなければ買えないんですが、空き家バンクであればそれができ

るんですか。 

 

事務局 それは転用の場合であって、空家バンクは元々住宅が建っている訳ですから

宅地として。その隣に何畝かの家庭菜園の畑が付いているという場合ですから。 

だからその時にその畑を一緒に買えるようにということで、０．１ａ以上とい

うのを定めたいということです。結局、空き家バンクに登録しないとダメですよ

ね。ですから一般の登録しなくて、普通に買いたいですよという場合はダメとい

うことです。ちゃんと空家であって、空き家バンクに登録されている農地という

ことになります。空家バンクに登録するときに、隣にある畑と一緒に売りたいと

いう希望を出して、それを両方登録をされた農地のみを対象とするものです。 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 



議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２６号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２６号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２６号については、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 以上で、平成３０年１０月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了い

たします。 
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